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今 月 の 表 紙

　今月号の表紙は８月
23日に行われた、問寒
別ワラベンチャーです。
　児童から大人まで全
員で釣りを楽しみました。
釣った魚は調理しても
らい、みんなで美味しく
いただきました。

第８回「成年後見制度」のご紹介

写真特集-運動会特集

平成31年度 決算報告

平成31年度決算 電源三法交付金の使い道

/国民健康保険 傷病手当金に関するお知ら

せ/令和２年度 国勢調査に関するお知らせ

幌延町人事行政の運営等の状況について

連載第4回 幌延深地層研究センター「地下

の現場から」-幌延町の地下にはどんな地下

水があるの？

情報〈インフォメーション〉-運転免許更新

時講習のお知らせ、里親制度のご紹介など

まちの話題-獣魂祭、生きがい教室など

ｖoｌ.58 地域おこし協力隊通信

ねんきん通信-「繰上げ受給」と「繰下げ

受給」について

町民くらしのカレンダーなど

秋の全道火災予防運動、わが家のエンジェ

ルなど
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ま ち の うご き
令和２年8月末日現在　※（　）内は前月比

男
女

合計

1,167
1,099
2,266

（－2）
（－1）
（－3）

1,243 世帯 （－3）

人　口

世帯数
▲

幌延町ウェブサイト
▲

広報ページ

QRコードを読み込むと幌延町の
ホームページを見ることができるよ。
過去の広報誌もあるから読んでみてね。

2020年（令和2年）10月号
成年後見制度の紹介企画第 8 回　「成年後見制度」をご存じですか？

お問い合わせ先：幌延町成年後見支援センター（幌延町社会福祉協議会内）　　 電話 ５-2090
　　　　　　　　幌延町地域包括支援センター（保健福祉課 保健グループ）　　電話 ５-1790

成
年
後
見
制
度
っ

て
何
だ
ろ
う
？

　
認
知
症
や
知
的
障
が
い
・
精
神

障
が
い
な
ど
の
人
は
、
不
動
産
や

預
貯
金
な
ど
の
財
産
管
理
、
医
療

や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た

め
の
手
続
き
や
契
約
が
難
し
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
悪
徳
商

法
や
詐
欺
な
ど
の
被
害
に
あ
う
危

険
性
も
高
く
な
り
ま
す
。
成
年
後

見
制
度
は
こ
の
よ
う
な
判
断
能
力

が
不
十
分
な
人
を
法
律
面
や
生
活

面
で
保
護
・
支
援
す
る
制
度
で
す
。

高額な布団や着物を
購入しても、
成年後見人等が
取消すことができます。

成
年
後
見
制
度
と

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

の
違
い
っ
て
何
だ
ろ
う
？

　
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
で

は
、
書
類
な
ど
の
確
認
や
預
か
り

サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用

の
お
手
伝
い
を
し
た
り
、
銀
行
か

ら
の
お
金
の
払
い
戻
し
や
支
払
い

代
行
、
や
り
く
り
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
成
年
後
見
制
度
で
は
、
さ
ら
に
、

本
人
に
代
わ
っ
て
次
の
よ
う
な
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
生
活
を
守
る
た
め
に
、
介
護
や

福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
入
所
や
医

療
契
約
を
し
ま
す
。
ま
た
、
必
要

の
な
い
契
約
を
し
て
し
ま
っ
た
場

合
に
、
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

成年後見人等が
代理人として
アパートの入居契約
を行います。

こんなお悩みを抱えてる方、ご相談ください！

　本人以外の家族など身近な人でも相談できます。
　電話や窓口で相談をお受けします。必要に応じて自宅に訪問しての相談対応もいたします。

1つでも当てはまれば
日常生活自立支援事業の利用を検討しよう！

1つでも当てはまれば
成年後見制度の利用を検討しよう！

●福祉サービスのことで相談したい。

●手紙の内容が
　わからなくて
　手続きに困る。

●お金のやりくりが
　大変で困っている。

●つい、
　支払いを忘れる。

●印鑑や通帳、
　保険証をたびたび
　なくしてしまう。

●悪徳商法に
　ひっかかってしまう。

●認知症の不安があり、
　近くに相談できる
　家族などがいない。
●家族や第三者が勝手に自分の財産を管理している。

ほろのべの窓　2020.10月号▶　2


